
令和６年度鳥取県介護認定調査員新任研修開催要領 

 

認定調査に新たに従事する者又は従事する予定の者が、要介護（要支援）認定における公平・公正かつ適切な認

定調査を実施できるよう、認定調査票の基本調査項目の適切な選択肢の選び方や適切な特記事項の書き方を習得す

ること等を目的として「令和６年度鳥取県介護認定調査員新任研修」を開催いたします。 

 

１．研修内容  

（１）認定調査の基本原則や目的を理解する（評価軸の考え方等） 

（２）認定調査の判断基準等について 

※実際の研修動画の項目名とは異なります。 

 

２．講師  

一般財団法人 福祉サービス評価機構 保健福祉部門 統括理事 奥住浩代 氏 

 

３．定員・受講対象者  

【定 員】２００名 

【対象者】原則、認定調査を実施したことがない者で、今後、認定調査に従事する者又は従事する予定の者 

 

４．日時・会場  

本研修は、WEB 上での動画配信形式となります。事業所等でお使いのパソコン・スマートフォン等から、県事務局

の送付する URL により、研修動画をご視聴いただきます。 

【視聴可能期間】令和６年４月１７日（水）～令和６年４月３０日（火） 

【研修動画時間】約６時間程度 

   ※ライブ配信ではありませんので、上記視聴可能期間内であれば、いつでも視聴可能です。また、研修動画は 

複数に分割されていますので、６時間分を１度に見ていただく必要はありません。 

 

５．受講申込方法等  

（１）法人（又は事業所）が受講希望者を取りまとめの上、申込票を「とっとり電子申請サービス」にてご提出ください。 

  【申込期限】令和６年４月１０日（水） 

    【申込用 URL】https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11437 

（２）県事務局から、提出された申込票に記載の申込担当者メールアドレス宛に研修動画視聴用の URL 等を送付い

たしますので、受講者にお知らせください。 

（３）受講者は、（２）の URL にて研修動画をご視聴の上、視聴後に受講報告を行ってください。 

 ※受講報告の方法等、詳細については研修動画視聴用 URL 等送付時にご案内いたします。受講報告が行われ

なかった場合は、未受講扱いとなりますのでご注意ください。 

  

６．視聴にあたりご準備いただくもの  

（１）研修資料は、提出された申込票に記載の送付先に郵送しますので、適宜コピーの上、ご準備ください。 

（２）上記研修資料とは別に、認定調査員テキスト 2009 改訂版（令和３年４月）をご準備ください。 

    ※認定調査員テキストは下記厚生労働省の HP からダウンロード可能です。 

     厚生労働省要介護認定適正化事業事務局：http://nintei.net/3_1text.html 

（３）研修動画は動画共有サイト「YouTube」に掲載いたします。視聴に当たっては、特別なソフトやアプリ等をインスト

ールする必要はありませんが、インターネット回線が必須となります。また、ライブ配信ではありませんので、Web カ



メラやヘッドセットは不要です。 

 

７．その他 

（１）本県では、本研修に関し、受講証明書等は発行しておりません。「５.受講申込方法等」の（３）により、提出された

報告書の内容をもとに、各県内保険者へ研修受講者名簿を送付しております。 

報告書が提出されていない場合、保険者に送付する名簿に掲載されず、保険者において研修受講者か確認

することが出来ませんので、研修動画視聴後は必ず報告書をご提出ください。 

 

（２）その他詳細は県長寿社会課 HP をご確認ください。 

 県長寿社会課 URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/95879.htm 


